
（平成２３年８月１０日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 1 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 6 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 4 件

年金記録確認青森地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                                         

  

青森厚生年金 事案 786 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、平成７年２

月は 38 万円、同年３月は 50 万円、同年４月は 38 万円、同年５月は 53

万円、同年６月及び同年７月は 41 万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年２月 15 日から同年８月 21 日まで 

平成７年２月 15 日から同年８月 20 日まで、Ａ社に勤務した。当該

期間の厚生年金保険の記録を確認したところ、標準報酬月額が 11 万

8,000 円と記録されていた。 

私が持っている当該期間の給与支払明細書の写しでは、当時の給与

は 38 万円から 50 万円くらいであった。 

申立期間について、厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づ

き標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給

付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保

険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内

であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定す

ることとなる。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、申立

人が保管するＡ社の給与支払明細書において確認できる厚生年金保険料

控除額から、平成７年２月は 38 万円、同年３月は 50 万円、同年４月は



                                         

  

38 万円、同年５月は 53 万円、同年６月及び同年７月は 41 万円に訂正す

ることが妥当である。 

なお、事業主が上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、事業主は、「会社は、申立

期間当時、社会保険料を滞納しており、社会保険事務所（当時）の指導

により、申立人に係る標準報酬月額を 11 万 8,000 円で届出をし、申立人

の給与からそれに見合った厚生年金保険料を控除していた記憶がある。」

と回答しているものの、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当

たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対して

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見

当たらないことから、行ったとは認められない。 

 

 



                      

  

青森国民年金 事案 671 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年 11月から７年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生  年  月  日 ： 昭和 39 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成３年 11 月から７年５月まで 

国民年金保険料の納付記録について、年金事務所に照会したところ、

申立期間の保険料の納付について確認できない旨の回答だった。しか

し、他の市区町村に住んでいた頃なら分かるが、Ａ区に住んでいた当

時については、Ａ区役所から国民年金保険料の納付書が届き、同区役

所窓口で毎月納付していたはずなので、申立期間について納付済期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「Ａ区に在住していた申立期間について、国民年金保険料を

納付していた。」と主張しているところ、申立人が所持している年金手帳

の住所欄にＢ市と記載されていること、及び戸籍の除附票から、申立人

はＢ市で昭和 62 年５月 31 日から 63 年６月１日頃までの間に、国民年金

の加入手続を行い、59 年＊月＊日に遡及して国民年金被保険者資格を取

得したものと推認される。 

しかしながら、オンライン記録により、申立人の国民年金保険料の納

付記録を見ると、昭和 62 年３月から平成８年３月までは未納期間、同年

４月から 14 年３月までは申請免除期間となっており、当該期間において

保険料を納付した形跡は見当たらない。 

また、申立人は、「申立期間の国民年金保険料は、Ａ区役所で毎月納付

していた。」と主張しているところ、Ａ区役所における申立期間当時の保

険料の収納事務は、電算処理による納付書作成、領収済通知書の光学式

文字読取機（ＯＣＲ）による入力等、事務処理の機械化が図られており、

43 か月間の長期間にわたって保険料の納付記録が欠落することは考え難



                      

  

い。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 



                      

  

青森国民年金 事案 672 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年７月から 49 年８月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 43 年７月から 49 年８月まで 

私が 20 歳の時、母親がＡ町役場で国民年金の加入手続をし、国民年

金保険料は、兄弟４人分を納付していたと聞いている。 

申立期間が未加入となっていることには納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「私が 20 歳の時、母親が国民年金の加入手続を行い、国民

年金保険料は兄弟４人分を納付していたと聞いている。」と主張している

ものの、申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出

簿により、昭和 51 年５月 11 日から同年７月 12 日までの間にＢ市におい

て払い出され、同年３月 22 日に遡及して国民年金被保険者資格を取得し

ていることが確認できることから、申立期間は国民年金の未加入期間で

あり、保険料を納付することはできなかった上、氏名検索及び国民年金

手帳記号番号払出簿により、42 年５月 17 日から 51 年７月 12 日までの期

間にＡ町に払い出された手帳記号番号を確認したが申立人の氏名は無い

ほか、申立人に対し、別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことを

うかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人は、「母親から、兄弟の分の国民年金保険料も納付してい

たと聞いている。」と主張しているところ、申立人の兄は、申立期間を含

む昭和 42 年１月から 56 年９月までの期間は、国民年金被保険者台帳（特

殊台帳）及び市町村の国民年金被保険者名簿共に国民年金保険料は未納

であり、弟は、申立期間を含む 46 年６月から 51 年３月までの期間はオ

ンライン記録及び市町村の国民年金被保険者名簿共に未加入期間とされ

ている上、末弟は、申立期間以後の 50 年７月から平成元年６月までの期



                      

  

間はオンライン記録及び市町村の国民年金被保険者名簿共に未納となっ

ていることから、申立人の両親が、申立期間において申立人及び兄弟の

保険料を納付していた形跡はうかがえない。 

さらに、申立人の母親は、「亡き夫が国民年金の加入手続を行い、国民

年金保険料を納付していたので詳しいことは分からない。遡って納付し

たとは聞いているが、いつ、いくら、どこで納付したとか、そこまでは

聞いていない。」と供述している上、申立人自身は申立期間の国民年金の

加入手続及び保険料の納付に直接関与していないため、具体的な加入状

況及び納付状況が不明である。 

加えて、申立人及び申立人の両親が申立期間の国民年金保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 

 

 



                      

  

青森厚生年金 事案 787 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 58 年６月１日から 60 年９月 21 日まで 

② 昭和 60 年 12 月 11 日から平成元年７月 16 日

まで  

③ 平成元年８月１日から２年３月１日まで 

Ａ社における申立期間①の給与月額は、30 万円、申立期間③は 40 万

円の記憶である。 

また、Ｂ社における申立期間②の標準報酬月額は、過少であり実際の

給与支給額と相違している。申立期間①、②及び③の標準報酬月額につ

いて調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び③について、申立人は、「Ａ社に勤務していた申立期間

①は 30 万円、申立期間③は 40 万円の給与月額の記憶である。」と申し立

てている。 

しかしながら、当該事業所は平成 18 年 11 月 28 日に破産手続の廃止決定

をされている上、元代表取締役は既に死亡していることから、当該期間に

おける申立人の報酬月額及び厚生年金保険料の控除額について確認するこ

とができない。 

また、申立人が名前を挙げた元同僚のうち一人及び申立期間当時、当該

事業所において厚生年金保険の被保険者記録が確認できる者は、「申立人

を知っているが、厚生年金保険料については分からない。当時の給与明細

書は持っていない。」と供述している上、当時の事務担当者は、当該事業



                      

  

所で厚生年金保険被保険者資格を取得しておらず、個人を特定することが

できなかった。 

さらに、申立期間①について、雇用保険被保険者情報により、離職時賃

金日額が 8,000 円と記載されていることから、平均給与月額は 24 万円と推

認されるものの、この平均給与月額に見合う標準報酬月額は申立期間①の

標準報酬月額と比較して、月額変更届の要件には該当しない上、申立人の

記憶する給与月額とも相違する。 

加えて、申立期間①及び③における申立人の標準報酬月額の記録が遡及

して訂正されているなどの不自然さは見当たらない。 

申立期間②について、申立人は、「Ｂ社に勤務していたが、諸手当が過

少であり実際の支給額と相違している。」と申し立てている。 

しかしながら、Ｃ厚生年金基金から提出された厚生年金基金加入員台帳

に記載されている標準報酬月額は、オンライン記録と一致している。 

また、当該事業所は、「当時の賃金台帳及び社会保険関係届書等の関連

資料は保存期限の経過により確認できない。」と回答していることから、

当該期間における申立人の報酬月額及び厚生年金保険料の控除額について

確認することはできない。 

さらに、申立人が名前を挙げた元同僚二人は、「私の標準報酬月額の記

録は支給額と相違は無い。」、「車両手当、主任手当等があった。私の標

準報酬月額の記録に違和感は無い。」と供述している上、申立期間②に厚

生年金保険被保険者記録のある申立人を含む 111 人の標準報酬月額につい

て、オンライン記録を確認したが、標準報酬月額の記録に不自然さはうか

がわれない。 

加えて、申立期間②における申立人の標準報酬月額の記録が遡及して訂

正されているなどの不自然さは見当たらない。 

このほか、申立期間①、②及び③について、申立人の主張する標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺

事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間①、②及び③について、その主張する標準報

酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことを認めることはできない。 

 



                      

  

青森厚生年金 事案 788 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 19 年７月 21 日から 20 年８月まで              

Ａ社（現在は、Ｂ社）には、昭和 18 年９月から終戦の 20 年８月まで

勤めていたが、厚生年金保険の加入記録では、19 年７月 21 日資格喪失

となっている。申立期間について、厚生年金保険被保険者期間として記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「昭和 19年７月 21日から終戦の 20年８月までＡ社に勤めた。」

と主張しているものの、現在のＢ社は、「申立人に係る賃金台帳、出勤簿等

関係資料が無く、申立期間当時の厚生年金保険料の控除についても不明で

ある。」と回答している。 

   また、申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）を確認

すると、昭和 18 年９月 23 日資格取得、19 年７月 21 日資格喪失と記載さ

れており、当該記録はオンライン記録と一致する。 

   さらに、申立人が、「自分がＡ社に勤務する前から同社に勤務していて、

自分が退職するまで一緒に勤務した。」として同僚の姓のみを挙げていると

ころ、同社に係る同姓の者の厚生年金保険被保険者台帳を確認すると、昭

和 18 年９月 20 日資格取得、19 年７月 28 日資格喪失と記載されており、

申立人の主張とは符合しない。 

   加えて、上記同僚は既に死亡していることから、Ａ社において申立期間

当時に、厚生年金保険の加入記録があり、連絡の取れた元従業員に照会し

たところ、唯一回答の得られた者は、「申立人のことは覚えているが、いつ

頃退職したかは覚えていない。」と供述しており、申立てを裏付ける証言を



                      

  

得ることはできなかった。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



                      

  

青森厚生年金 事案 789 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男(死亡) 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30 年頃から 32 年３月末頃まで 

亡き夫から、「昭和 30 年に父が病気で倒れたため、Ａ県の大学を中退

しＢ市の実家に帰り、Ｃ社に勤務したが、32 年＊月に父が死亡したので

同社を退職し、家業を継いだ。」と聞いていたので、年金事務所で確認し

たところ、同社での厚生年金保険の加入記録が確認できないと言われた。 

私が夫と結婚する前のことなので、勤務期間等の具体的なことは不明

だが、夫の父が死亡した時の香典帳にＣ社職員の名前が記載されており、

夫は申立期間頃に同社に勤務していたと思うので、厚生年金保険の加入

期間について調査してほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正  

を求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の元同僚の証言により、勤務期間の特定はできないものの、申立人

がＣ社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、現在の事業主は、「昭和 35 年に本社屋にて火災発生、以

前の資料等はほとんど焼失した上、当時の状況を知る人もおらず、参考に

なるものは提供できない。」と回答しており、申立てを裏付ける関連資料及

び証言を得ることはできなかった。 

また、当該事業所の健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿から連

絡の取れた元同僚 16 人のうち 12 人は、当該事業所の採用時より４か月か

ら 24 か月の間において厚生年金保険の未加入期間が見受けられるところ、

そのうち８人は、「当時は採用されても試用期間があり、採用時から厚生年

金保険の加入とされていなかった。」と証言しており、当該事業所では、必



                      

  

ずしも採用と同時に厚生年金保険に加入させていたわけではなかったこと

がうかがわれる。 

さらに、当該事業所における被保険者名簿により、昭和 29 年 10 月１日

から 32 年 12 月１日までの間において、厚生年金保険被保険者資格を取得

した者の中に申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



                      

  

青森厚生年金 事案 790 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 29 年８月 12 日から同年 11 月 16 日まで 

             ② 昭和 29 年 11 月 16 日から 30 年３月１日まで 

申立期間①は、Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事務所にＤ災害によるＥ工事

で勤務し、申立期間②は、同社Ｆ事務所にＥ工事で勤務していたにもか

かわらず、いずれも厚生年金保険が未加入となっているので調査してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持しているＡ社発行の在籍証明書及びＧ県作成の履歴書の写

しから、申立人が、申立期間①及び②において当該事業所に勤務していた

ことは確認できる。 

しかしながら、現在のＢ社の事務担当者は、「当時の関連資料が無く、厚

生年金保険の取扱い及び厚生年金保険料の控除については不明である。」と

供述しており、関連資料及び具体的な証言を得ることはできなかった。 

申立期間①について、申立人が名前を挙げた元同僚二人は、「申立人とＡ

社で一緒に仕事をしたことはあるが、私自身は同社Ｃ事務所には勤務して

いない。申立人の厚生年金保険の取扱いについては分からない。」と供述し

ている上、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿により連絡の

取れた元従業員の二人は、いずれも「当時、申立人は、同社Ｃ事務所では

なく、Ｈ県Ｉ市で仕事をしていたのではないか。」と供述しているところ、

申立人は、「出張だと思っていたが、Ｈ県Ｉ市でＪ県のＫ社の下請けの仕事

をしていたことがある。」と供述している。 

また、前述の元同僚及び元従業員の４人は、いずれも「厚生年金保険の

手続はそれぞれの事務所単位で行っていた。自分の厚生年金保険の加入記



                      

  

録にも未加入となっている期間がある。」と供述している。 

さらに、Ａ社の健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿を確認した

が、申立期間①において、申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠

番も無い。 

申立期間②について、申立人は、「Ａ社Ｆ事務所に勤務していたが、当該

期間の厚生年金保険が未加入となっている。」と主張しているところ、当該

事業所は、昭和 30 年３月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、

申立期間②当時は、厚生年金保険の適用事業所でないことが確認できる。 

また、Ａ社Ｆ事務所が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 30 年３月

１日に被保険者資格を取得した 10 人（申立人を除く。）のうち、８人は既

に死亡し、一人は所在不明であり、唯一連絡の取れた元従業員の一人は、

「私は、同社Ｌ事務所の勤務後、すぐに同社Ｆ事務所に勤務したと思うが、

その時期までは覚えていない。同年３月前に厚生年金保険料が控除されて

いたかまでは分からない。申立人は覚えていない。」としており、申立てを

裏付ける供述を得ることはできなかった。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めるこ

とはできない。 

 


